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2025 年版これで合格宅建士シリーズ 正誤表 

令和 7 年 10 月 14 日 

株式会社 KEN ビジネススクール 

KEN 不動産研究 

 

 このたびは、「これで合格宅建士シリーズ」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。 下

記の書籍につきまして、修正・追補箇所がございます。ご覧いただけますようお願い申し上げます。 

 

■2025 年版 これで合格宅建士 基本テキスト上巻 

◎巻末の索引につきまして、下記のとおり差し替えさせていただきます。 
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◎改正により、内容につきまして、下記のとおり追補させていただきます。 

 

第 4 編免除科目 第 1 章 宅地建物の需給と取引の実務 

１ 住宅金融支援機構法 

・368 ページ (2)民間住宅ローンの支援 ①証券化支援業務（主要業務） 

《買取型》 付け足しの欄 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 

 

買取型の対象になる住宅ローンとは？ 

・住宅の建設・購入または改良（高齢者その他の居住の安定の確保を図ることが特に必要と認めら

れる者として主務省令で定める者が居住性能・居住環境の確保・向上を主たる目的として行うも

のに限る）資金 

・住宅の建設に付随する土地または借地権の取得資金 

・住宅の購入に付随する土地もしくは借地権の取得またはその住宅の改良資金 

 

 

・370～371 ページ (5)民間住宅ローンの補完等 

 

↓ 掲載の表を、下記のように赤文字部分を追補いたします。 

 

⑦機構が前記（2）①《買取型》の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受けた者もしくは、

（5）①から③までもしくは⑥もしくは下記⑫もしくは⑮の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ

契約を締結して、その者が死亡した場合（重度障害の状態となった場合を含む）に支払われる生

命保険の保険金もしくは生命共済の共済金（保険金等）を当該貸付けに係る債務の弁済に充当

し、または沖縄振興開発金融公庫法 19 条 1 項 3 号の規定による貸付けを受けた者とあらかじめ契

約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金等により当該貸付けに係る債務を弁済

すること。 

機構は、上記それぞれの業務に附帯する業務を行うことができます。 

さらに、機構は次の業務も行います。 

⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律 22 条 1 項の規定により住宅融資保険法 4 条の保険関係

が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 

⑨高齢者の居住の安定確保に関する法律 22 条 1 項の規定による貸付債権の譲受けおよび債務の

保証を行うこと。 

⑩海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 7 条の規定による調査、研究

および情報の提供を行うこと。 

⑪空家等対策の推進に関する特別措置法 21 条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。 

⑫阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 77 条、東日本大震

災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 138 条または福島復興再生特別措

置法 31 条もしくは 43 条の規定による貸付けを行うこと。 

⑬住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 19 条の規定による貸付けを行

うこと。 

⑭住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 20 条 1 項の規定による保険を

行うこと。 

⑮勤労者財産形成促進法 10 条 1 項の規定による貸付けを行うこと。 

⑯中小企業退職金共済法 72 条 2 項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法 9 条 1 項

に規定する業務の一部を行うこと。 

機構は、上記それぞれの業務に附帯する業務を行うことができます。 
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■2025 年版 これで合格宅建士 基本テキスト下巻 

◎内容につきまして、下記のとおり修正をさせていただきます。 

 

第 5 章 物に対する権利（物権） 

３-3 共有（共同所有）＜所有権 

・90 ページ 《共有物の変更・管理・保存概念の整理》 表内右欄上から 2 行目 

 

（誤） 共同者全員 

 

 ↓ 下線部を、下記のように訂正いたします。 

 

（正） 共有者全員 

 

 

 

■2025 年版 これで合格宅建士 要点整理 

◎改正により、内容につきまして、下記のとおり追補させていただきます。 

Paｒｔ1 宅地建物取引業法等 

2 免許申請と事務所 

・6 ページ ④ 従業者名簿 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 

 

 

宅建業者は、その事務所ごとに、従業者名簿を備えなければなりません。 

▶ 氏名、従業者証明書番号、主たる職務内容、取引士であるか否かの別、その事務所の従業

者になった年月日、その事務所の従業者でなくなったときはその年月日を記載しなければな

りません。※ 

▶ パソコンのデータ（電子計算機のファイル・電磁的記録媒体）が事務所等でプリントアウトでき

る状態であれば、そのデータの保存を名簿の記載とすることができます。 

▶ 取引関係者から請求があれば閲覧させなければなりません。 

《保存期間》 

最終記載から 10 年間 

※ プライバシー保護の観点から、従業者名簿に記載する従業者の性別・住所・生年月日の

記載は不要です。 

 

 

◎改正により、内容につきまして、下記のとおり追補させていただきます。 

Paｒｔ3 法令上の制限、税・その他 

23 住宅金融支援機構法 

・281 ページ １ 民間住宅ローンの支援 表の下※ 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 
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※ 買取型の対象になる住宅ローンとは、「住宅の建設・購入または改良（高齢者その他の居住の

安定の確保を図ることが特に必要と認められる者として主務省令で定める者が居住性能・居住環

境の確保・向上を主たる目的として行うものに限る）資金」「住宅の建設に付随する土地または借

地権の取得資金」「住宅の購入に付随する土地もしくは借地権の取得またはその住宅の改良資

金」をいいます。 

 

 

・283～285 ページ ４ 民間住宅ローンの補完 

 

↓ 掲載の表を、下記のように赤文字部分を追補いたします。 

 

⑦生命保険貸付 機構が前記 1《買取型》の業務により譲り受ける貸付債権に係る貸付けを受け

た者もしくは、（5）①から③までもしくは⑥もしくは下記⑫もしくは⑮の規定によ

る貸付けを受けた者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合（重

度障害の状態となった場合を含む）に支払われる生命保険の保険金もしくは

生命共済の共済金（保険金等）を当該貸付けに係る債務の弁済に充当し、ま

たは沖縄振興開発金融公庫法 19 条 1 項 3 号の規定による貸付けを受けた

者とあらかじめ契約を締結して、その者が死亡した場合に支払われる保険金

等により当該貸付けに係る債務を弁済すること。 

機構は、上記それぞれの業務に附帯する業務を行うことができます。 

さらに、機構は次の業務も行います。 

⑧高齢者の居住の安定確保に関する法律 22 条 1 項の規定により住宅融資保険法 4 条の保険関係

が成立するとみなされる貸付けについて同法の規定による保険を行うこと。 

⑨高齢者の居住の安定確保に関する法律 22 条 1 項の規定による貸付債権の譲受けおよび債務の

保証を行うこと。 

⑩海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律 7 条の規定による調査、研究

および情報の提供を行うこと。 

⑪空家等対策の推進に関する特別措置法 21 条の規定による情報の提供その他の援助を行うこと。 

⑫阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 77 条、東日本大震

災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 138 条または福島復興再生特別措

置法 31 条もしくは 43 条の規定による貸付けを行うこと。 

⑬住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 19 条の規定による貸付けを行

うこと。 

⑭住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 20 条 1 項の規定による保険を

行うこと。 

⑮勤労者財産形成促進法 10 条 1 項の規定による貸付けを行うこと。 

⑯中小企業退職金共済法 72 条 2 項の規定による委託に基づき、勤労者財産形成促進法 9 条 1 項

に規定する業務の一部を行うこと。 

機構は、上記それぞれの業務に附帯する業務を行うことができます。 

 

 

◎下記の統計数字につきまして、国土交通省より訂正の発表がありましたので、下記のとおり改訂

をさせていただきます。 

 

Paｒｔ3 法令上の制限、税・その他 

・290 ページ 25 不動産の需給・統計～太字部分に、改訂が入りました。 

 

２ 住宅着工統計（令和 7 年 1 月 31 日公表 4 月 30 日一部訂正） 

令和 6 年の新設住宅着工は、持家、貸家及び分譲住宅が減少したため、全体で減少となった。 
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①総戸数 

▶ 令和 6 年の新設住宅着工戸数は 792,195 戸。 

▶ 前年比では 3.3％減となり、2 年連続の減少。 

▶ 新設住宅着工床面積は 60,878 千㎡、前年比 5.1％減、3 年連続の減少。 

  

②利用関係別戸数 

1.持家 

▶ 令和 6 年の持家は 218,175 戸（前年比 2.8％減、3 年連続の減少） 

2.貸家 

▶ 令和 6 年の貸家は 342,092 戸（前年比 0.5％減、2 年連続の減少） 

3.分譲住宅 

▶ 令和 6 年の分譲住宅は 225,315 戸（前年比 8.5％減、2 年連続の減少） 

・マンションは 102,427 戸（同 5.1％減、2 年連続の減少） 

・一戸建住宅は 121,197 戸（同 11.7％減、2 年連続の減少） 

 

 

 

■2025 年版 これで合格宅建士 厳選過去問題集 

◎改正により、内容につきまして、下記のとおり追補させていただきます。 

Paｒｔ1 宅地建物取引業法等 

12 報酬額の制限 

・84 ページ 問 41 解説肢 1 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 

 

1 ○ 800 万円以下の宅地または建物（低廉な空家等）の売買の代理については、依頼者から受

けることのできる報酬の額は、「低廉な空家等の売買の媒介における特例」による計算方法により

算出した金額を倍額にした金額以内となります。なお、上記の特例の適用を受けるためには、代理

契約の締結に際し、あらかじめ報酬額について低廉な空家等の売主である依頼者に対して説明

し、両者間で合意する必要があります。したがって、特例を適用した場合の媒介において受領でき

る上限額の 33 万円（消費税等相当額を含む）の倍額である 66 万円が、A が B から受領することが

できる報酬額の上限です。 

 

 

 

15 従業者 

・134 ページ 問 66 解説肢 2 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 

 

2 × 主たる職務内容と取引士であるか否かの別も記載する。 

従業者名簿には、①氏名、従業者証明書の番号、②主たる職務内容、③取引士であるか否か

の別、④その事務所の従業者となった年月日、⑤その事務所の従業者でなくなったときはその年

月日を記載しなければなりません（宅建業法 48 条 3 項、同法施行規則 17 条の 2 第 1 項）。本問

の場合、主たる職務内容と取引士であるか否かの別の 2 つが抜けています。なお、プライバシー

保護の観点から、従業者の性別・住所・生年月日の記載は不要です。 
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■2025 年版 これで合格宅建士 1 問 1 答式問題集 宅建業法編 

◎改正により、内容につきまして、下記のとおり追補させていただきます。 

 

2 免許申請と事務所 

・7 ページ 問 13 解説文 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 

 

13 従業者名簿には、①氏名、従業者証明書の番号、②主たる職務内容、③取引士であるか否か

の別、④その事務所の従業者となった年月日、⑤その事務所の従業者でなくなったときはその年

月日を記載しなければなりません（宅建業法 48 条 3 項、同法規則 17 条の 2 第 1 項）。退職した従

業者に関する事項についても従業者名簿に記載する必要があります。 × H26 B 

 

 

 

3 事務所以外の場所の規制 

・11 ページ 問 1 解説文 

 

↓ 下線部を、下記のように追補いたします。 

 

1 宅建業者は、事務所等および事務所等以外の国土交通省令で定めるその業務を行う場所ごと

に、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければなりません（宅建業法 50

条 1 項）。国土交通省令で定める業務を行う場所には、一団の宅地建物の分譲をする案内所も含

まれます（同法施行規則 19 条 1 項 3 号）。代理を行うための専任の取引士を設置する義務のある

案内所には、標識を設置しなければなりません。しかし、本問の案内所は代理業者である B が設

置したものなので、標識を掲示しなければならないのは B であり、A は標識を設置する必要はあり

ません。なお、専任の取引士の氏名を記載する必要はありません。 × H16 A 
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■2025 年版 宅建士合格アプリ 

◎法改正により、内容につきまして、下記のとおり追補させていただきます。 

テスト 過去問  

・平成 26 年度問題 問 19 肢 1 

↓ 問題文と解説文を、下記のように改訂・追補いたします。 

 

問題「宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土

であって、当該切土をする土地の面積が 300 ㎡で、かつ、高さ 1ｍの崖を生ずることとなるもの

に関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。 なお、この問における都道府県

知事とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市にあってはその長をいうものとする。」 

 

解説「○ 宅地造成とは、宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変

更で政令で定めるものをいいます（盛土等規制法 2 条 2 号）。宅地造成等工事規制区域内にお

いて行われる宅地造成等に関する工事については、宅地造成等に伴う災害の発生のおそれが

ないと認められるものとして政令で定める一定の工事である場合を除き、工事主は、当該工事に

着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません（同法 12 条 1 項）。本問の場合、

許可を要する要件に該当しません。」 

 

 

 

ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 


